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公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示

（建築のためのサービスその他の技術的サービス（建設工事を除く））

次のとおり技術提案書の提出を招請する。

令和５年８月23日

支出負担行為担当官

防衛省大臣官房会計課

会計管理官 福田 裕之

（ 公 印 省 略 ）

１ 業務概要

(1) 業務の名称 Ｒ５年度大規模鋼構造物の施設防護技術調査検討

(2) 業務内容 本業務は、以下の業務を行う業務である。

・耐爆設計の与条件整理

・耐爆設計を実施した場合の最適な架構形式選定及び比較整理

・大規模トラス鋼構造物の離隔距離低減に係る検討要領(案)の作成

・報告書取りまとめ

(3) 履行期間 契約締結日から令和６年３月15日まで

(4) その他

ア 本業務は、紙見積合わせ方式（電子入札システムを利用しない手続きをい

う。以下同じ。）により行う業務である。申請の方法は、説明書による。

２ 技術提案書の提出者に要求される資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第7

0条及び第71条の規定に該当しない者であること。

(2) 防衛省における令和５・６年度一般競争（指名競争）参加資格（以下「防衛

省競争参加資格」という。）のうち、測量・建設コンサルタント等業務の「測

量・建設コンサルタント（建築）」に係る「Ａ」の格付を受け、北関東防衛局

に競争参加を希望していること（会社更生法（平成14年法律第154号）に基づ

き更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第22

5号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始

の決定後、再度級別の格付を受けていること。）。

(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（(2)の再度級別の格付を受

けた者を除く。）でないこと。
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(4) 参加申込書及び資格確認資料（以下「参加申込書等」という。）提出期限の

日から見積合わせの時点までの期間に、北関東防衛局長から工事請負契約等に

係る指名停止等の措置要領について（防整施（事）第150号。28．3．31）に基

づく指名停止を受けている期間中でないこと。

(5) 次に示す同種又は類似業務について、元請けとして平成２５年４月１日から

公示日までに完了又は引渡しが完了した業務の実績を有すること。

・同種業務：元請けとして受注した、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建

物で、延べ床面積が１棟あたり5,000㎡以上の格納庫の新設建築

実施設計。ただし、国内に実績のうち、国、特殊法人等又は地方

公共団体が発注したものに限る。

・類似業務：元請けとして受注した、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建

物で、延べ床面積が１棟あたり2,500㎡以上の新設建築実施設計。

ただし、国内に実績のうち、国、特殊法人等又は地方公共団体が

発注したものに限る。

ただし、業務成績の評定点が65点未満のものを除くこと。なお、業務成績の

ない業務については、検査に合格している又は業務が完了している証明をもっ

て65点以上の業務とみなすものとする。

(6) 本業務に参加しようとする者の間に資本関係、人的関係又はそれらと同視し

うる関係がないこと。詳細は説明書による。

(7) 防衛省が発注した業務のうち、令和３年度及び令和４年度に完了又は引渡し

が完了した業務の実績がある場合には、評定点の平均が65点以上であること。

(8) 次の基準をすべて満たす技術者を配置できること。

ア 配置予定管理技術者

配置予定管理技術者については、次の(ｱ)から(ｴ)に示す条件をすべて満た

す者である。

(ｱ) 建築士法（昭和25年法律第202号）第２条第２項に規定する一級建築士

の資格を有する。

(ｲ) 平成25年４月１日から公示日までに完了又は引渡しが完了した業務のう

ち、次に示す同種又は類似業務においての経験を有する。

・同種業務：元請けとして受注した、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

の建物で、延べ床面積が１棟あたり2,500㎡以上の格納庫の

新設建築実施設計。ただし、国内に実績のうち、国、特殊法

人等又は地方公共団体が発注したものに限る。

・類似業務：元請けとして受注した、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

の建物で、延べ床面積が１棟あたり1,200㎡以上の新設建築

実施設計。ただし、国内に実績のうち、国、特殊法人等又は

地方公共団体が発注したものに限る。
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ただし、業務成績の評定点が65点未満のものを除くこと。なお、業務成

績のない業務については、検査に合格している又は業務が完了している証

明をもって65点以上の業務とみなすものとする。

(ｳ) 令和５年８月23日現在の手持ち業務量（本業務を含まず、特定後未契約

のものを含む。）が４億円未満かつ10件未満である。

手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額500

万円以上の業務をいう。

(ｴ) 公示日の時点で申請者と３ヶ月以上の直接的な雇用関係がある。

(9) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除す

るよう要請があり、当該状態が継続している有資格者でないこと。

(10)業務実施体制の妥当性が確認できる者であること。なお、業務実施体制の妥

当性が確認できない場合とは、以下のいずれかに該当する場合をいう。

ア 再委託の内容が、主たる部分の場合

イ 業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合

ウ 共同体による業務の分担構成が細分化され過ぎて、一の分担業務を複数の

構成員が実施することとしている場合

(11)情報保全に係る履行体制について、適切な体制を有すると確認できる者。

３ 技術提案書の提出者の選定及び技術提案書の特定

(1) 技術提案書の提出者の選定

上記２に掲げる資格を有する参加表明書の提出者について、次のアからウの評

価基準により評価を行い、上位３から５者を選抜し、技術提案書の提出者とし

て選定する。

ア 企業の実績及び能力

イ 配置予定管理技術者の経験及び能力

ウ その他

(2) 提出された技術提案書の特定

上記(1)により選定された者の技術提案書について、次のアからイの評価基

準により評価を行い、上位１者を技術的に最適なものとして特定する。

なお、配置予定技術者に対しヒアリングを行う。

ア 業務の実施方針・実施フロー・工程計画・その他

イ 特定テーマに対する技術提案

４ 手続等

(1) 担当部局

〒162－8801 東京都新宿区市谷本村町5－1

防衛省大臣官房会計課契約係
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TEL 03－3268－3111（内線20823）

FAX 03－5229－2138

(2) 説明書の交付期間等

ア 交付期間 令和５年８月23日から令和５年９月６日まで（行政機関の休日

に関する法律（昭和63年法律第91号）第１条第１項に規定する行政機関の休

日（以下「行政機関の休日」という。）を除く。）の毎日、午前９時30分か

ら午後６時１５分まで。

イ 交付場所 （１）に同じ

ウ 交付方法 書面による。

(3) 参加表明書の提出期限等

ア 提出期限 令和５年９月６日 午後６時１５分

イ 提出方法 （１）に持参又は郵送等により提出する。

(4) 技術提案書の提出期限等

ア 提出期限 令和５年10月10日 午後６時１５分

イ 提出方法 （１）に持参又は郵送等により提出する。

５ その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 契約保証金 納付（保管金の取扱店 日本銀行日比谷代理店）。ただし、利

付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の

納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、

又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、

契約保証金の額、保証金額又は保険金額は業務委託料の10分の１以上とする

(3) 特定後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者とし

て防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続して

いる有資格者とは契約を行わない。

(4) 契約書作成の要否 要

(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記４(1)に同じ。

(6) 参加資格の級別の格付を受けていない者の参加 上記２(2)に掲げる競争参

加資格の級別の格付を受けていない者も上記４(3)により参加表明書等を提出

することができるが、その者が当該業務について技術的に最適なものとして特

定されるためには、特定通知日までに級別の格付を受けていなければならない。

(7) 詳細は説明書による。


